
法人の業務の実績等に関する評価について（地独法第 28 条、第 30 条関連）

地方独立行政法人法が改正され、平成 30 年度から業務の実績等に関する評価方法が変

わりました。（評価主体：評価委員会→市長） 

①各事業年度における業務の実績評価（以下「業務実績評価」） 

（法改正前）               （法改正後） 

②中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績評価（以下「見

込み評価」）※評価対象年度が、中期目標期間の最終年度の１年前の年度の場合に実施 

 （法改正前）               （法改正後） 

         規定なし 

法人が評価委員会の評価を受ける 

評価委員会が評価結果を法人に通
知し、市長に報告するとともに公表 

市長が議会に報告 

法人が市長の評価を受けるととも
に自己評価を公表 

市長が評価結果を法人に通知、公
表するとともに、議会に報告 

評価委員会が市長
の諮問に応じて 
評価に関し意見 
（市条例で規定） 

法人が市長の評価を受けるととも
に自己評価を公表 

市長は、評価を行うとき、予め、 
評価委員会の意見を聴く 

市長は、中期目標期間の終了時まで
に、法人の業務の継続又は組織の存続
の必要性その他その業務及び組織の
全般にわたる検討を行い、検討に当た
って評価委員会の意見を聴く 

評価決定 評価決定 

評価決定 

市長が評価結果を法人に通知、公
表するとともに、議会に報告 
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